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ひたちなか市条例第   号  

 

 

ひたちなか市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例  

 

 

ひたちなか市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第１５号）の一部

を次のように改正する。  

 

第１条中「下水道事業」を「公共下水道事業及び農業集落排水事業（以下「下水

道事業」という。）」に改める。  

第４条第２項中「下水道事業」を「公共下水道事業」に改め，同条に次の１項を

加える。  

３  農業集落排水事業は，別表に定めるところにより実施する。  

付則の次に次の別表を加える。  

別表（第４条関係）  

施設の名称  位置  処理対象区域  計画人口  １日最大汚水量  

西 中 根 地 区 農 業 集

落排水処理施設  

ひたちなか市

大字中根地内  

ひたちなか市大字

中根地内の一部  

３５０人  １１５．５立方

メートル  

東 中 根 地 区 農 業 集

落排水処理施設  

ひたちなか市

大字中根地内  

ひたちなか市大字

中根地内の一部  

７４０人  ２４４．２立方

メートル  

 

 

付  則  

（施行期日）  

１  この条例は，令和６年４月１日から施行する。  

（ひたちなか市特別会計設置条例の一部改正）  

２  ひたちなか市特別会計設置条例（平成６年条例第４９号）の一部を次のように

改正する。  

第１１号を削り，第１２号を第１１号とし，第１３号から第１５号までを１号

ずつ繰り上げる。  

（ひたちなか市基金条例の一部改正）  

３  ひたちなか市基金条例（平成６年条例第５０号）の一部を次のように改正する。  

別表西中根地区農業集落排水処理施設基金の項を削る。  
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参考資料 

ひたちなか市下水道事業の設置等に関する条例新旧対照表 

旧 新 備考 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下

「法」という。）の規定に基づき，本市が経営する下水道事業の設置等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 （経営の基本） 

第４条 略 

２ 下水道事業は，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規定

により定める事業計画に基づき実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下

「法」という。）の規定に基づき，本市が経営する公共下水道事業及び農業

集落排水事業（以下「下水道事業」という。）の設置等に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （経営の基本） 

第４条 略 

２ 公共下水道事業は，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の

規定により定める事業計画に基づき実施する。 

３ 農業集落排水事業は，別表に定めるところにより実施する。 

 

 

付 則 

１・２ 略 

 

別表（第４条関係） 

施設の名称 位置 処理対象区域 計画人口 １日最大汚水量 

西中根地区農業集

落排水処理施設 

ひたちなか市

大字中根地内 

ひたちなか市大字

中根地内の一部 

３５０人 １１５．５立方

メートル 

東中根地区農業集

落排水処理施設 

ひたちなか市

大字中根地内 

ひたちなか市大字

中根地内の一部 

７４０人 ２４４．２立方

メートル 
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ひたちなか市特別会計設置条例新旧対照表（付則第２項関係） 

旧 新 備考 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定により，次

の各号に掲げる特別会計を，当該各号に定める目的のため設置する。 

（１）～（１０） 略 

（１１） ひたちなか市農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業 

（１２）～（１５） 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定により，次

の各号に掲げる特別会計を，当該各号に定める目的のため設置する。 

（１）～（１０） 略 

 

（１１）～（１４） 略 
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ひたちなか市基金条例新旧対照表（付則第３項関係） 

旧 新 備考 

別表（第２条，第４条，第６条関係） 

積立基金 

名称 目的及び積立の額 処分 

略 略 略 

ひたちなか市福祉ふれ

あい基金 

ひたちなか市社会福祉事業

を円滑に推進するために次の

金額を積み立てる。 

１ 市長が必要と認めた金額 

２ 当該基金の目的に添う寄

付金の額 

社会福祉事業の推進

に要する経費の財源に

充てるとき。 

西中根地区農業集落排

水処理施設基金 

農業集落排水処理施設の維

持管理を円滑に推進するた

め，市長が必要と認めた金額

を積み立てる。 

西中根地区農業集落

排水処理施設の維持管

理に必要な経費の財源

に充てるとき。 

ひたちなか市ごみ減量

化推進基金 

ひたちなか市のごみの減量

化事業を円滑に推進するた

め，市長が必要と認めた金額

を積み立てる。 

ごみ減量化推進事業

に要する経費の財源に

充てるとき。 

略 略 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

別表（第２条，第４条，第６条関係） 

積立基金 

名称 目的及び積立の額 処分 

略 略 略 

ひたちなか市福祉ふれ

あい基金 

 

 

 

 

ひたちなか市社会福祉事業

を円滑に推進するために次の

金額を積み立てる。 

１ 市長が必要と認めた金額 

２ 当該基金の目的に添う寄

付金の額 

 

 

 

 

社会福祉事業の推進

に要する経費の財源に

充てるとき。 

ひたちなか市ごみ減量

化推進基金 

ひたちなか市のごみの減量

化事業を円滑に推進するた

め，市長が必要と認めた金額

を積み立てる。 

ごみ減量化推進事業

に要する経費の財源に

充てるとき。 

略 略 略 
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